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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

第１ 条例の目的 

１ 

～ 

13 

条例の最初に、目的として、県の責務

や森林所有者、林業・木材産業関係者、

そして県民の役割を明らかにして県民

全体で県産材の利用促進に取り組んで

いく姿勢を示し、そのことが森林の保全

と地域社会の活性化につながるとして

いることはとても大事なことであり、条

例の効果を期待する。 

（同旨ほか 12件） 

 

 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

14 

 

県、森林所有者、林業・木材産業関係

者、県民等の役割を明確にした上で、各

者それぞれがその役割を果たしていく

ことが重要である。本条例を確実に制定

し、この目的を広く普及し、県産材の利

用促進につなげて欲しい。 

 

 

 

県産材の利用が促進されるよう、適切な対応

に努めたいと考えております。 

15 

 

森林所有者が自分の山の木を伐採す

ることに対するメリットが感じられな

い。これでは伐採意欲は向上しないので

はないか。 

 

本条例案は、あらゆる主体が県産材の利用促

進を通じた森づくりの重要性について認識を

深め、県産材の積極的な利用を広く推進し、森

林資源の循環利用につなげるために制定する

ものでありますので、ご理解願います。 

なお、県では、林業の低コスト化を図り、森

林所有者の伐採意欲を高めるため、小型無人機

「ドローン」を使った森林資源量調査や高性能

林業機械による伐採を組み合わせ、採算性を高

めるための技術開発やその普及に取り組んで

います。 

 

 

 

石川県県産材利用促進条例（案）に係るパブリックコメントの結果について 

 

募集期間：平成 30年３月 28日（水）～４月 27日（金） 

意見件数：126件 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

16 

 

県産材の供給が現在なぜ十分でない

のかについての現状分析がないまま、理

念や目標を打ち出しても改革には結び

つかない。条例化することには賛成だ

が、条例が実働するための基がないとい

けないと考えることから、以下のとお

り、第１の修正を提案する。 

 

（条例の目的） 

この条例は、県産材の利用促進に関

し、県産材の供給が十分進んでいない現

状の把握と課題の原因を明らかにした

上で、基本理念を定め、県の責務や森林

所有者、林業・木材産業関係事業者（以

下、「関係事業者」といいます。）、県民等

の役割を明らかにするとともに、県産材

の利用促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、それらの施策

が総合的、計画的に推進され、森林が有

する多面的機能の持続的な発揮と活力

ある地域社会の実現が図られることを

目的とします。 

県産材の供給については、前文において「生

活様式の変化等により、木材の需要は、かつて

に比べて大きく減少しているほか、長期にわた

り木材価格が低迷し、林業の採算性が悪化して

いることから、県産材の供給についても、十分

に進んでいるとは言いがたい状況にある」と現

状を認識しております。 

このような認識のもと、県では、前述の採算

性向上の取組や路網整備、大型林業機械の導入

等の基盤整備を進めてきたところであります。

加えて、戦後に植林された人工林が伐採適齢期

を迎えるなど、様々な条件が整ってきているこ

とから、本条例案では、今後、県産材の供給量

は拡大していくことを前提条件として整理し

ています。 

本県の森林は、積極的な利活用を図る段階へ

の大きな転換期に差しかかっており、県民や関

係事業者による需要を喚起し、県産材の積極的

な利用を広く推進することにより、森林資源の

循環利用につなげることに焦点をあてていま

すので、ご理解願います。 

 

第２ 基本理念 

17 

 

山を守り、川や海を守るため、山林・

里山の放置林の整備や間伐材を活用し

た農業を構築することは重要である。例

えば、竹はチップ化して発酵熟成堆肥と

して、間伐材は簡易栽培ハウスとして活

用でき、これらを組み合わせると、メロ

ン等の栽培や観光農園など「能登・輪島

ブランド」として良質な栽培が進む。ま

た、農福林連携による「リハビリ農業」

システムは、機能回復や認知症の予防や

改善が期待されている。山で邪魔者にさ

れている竹や間伐材を県民や県のため

に有効に活用し、全国の自治体の「お手

本」となり、ＰＲと集客に繋がることを

期待する。 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

18 

～ 

30 

 

県産材の利用促進が、１～４の事項を

基本理念に掲げて推進されることは有

効であり、賛同する。 

（同旨ほか 12件） 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

31 

 

県産材の利用促進を図ることにより、

地域経済の維持、活性化につなげていく

ことを基本理念としていることは有効

であり共感する。県産材の利用促進によ

る地域経済の発展を通じて、山村地域の

活性化につながる施策展開をお願いし

たい。 

 

県産材の利用が促進されるよう、適切な対応

に努めたいと考えております。 

第３ 県の責務 

32 

～ 

41 

 

県が率先して県産材の利用に取り組

むことにより、関係者の連携が緊密にな

り、県民への普及や林業従事者の労働環

境の改善向上等につながることを期待

する。 

（同旨ほか９件） 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

42 

 

県が率先して県産材の利用促進に取

り組むことは、市町、県民をはじめとす

る民間への普及に効果的であると考え

る。国への働きかけなどを含め、県産材

の利活用促進に尽力して欲しい。 

 

県産材の利用が促進されるよう、適切な対応

に努めたいと考えております。 

43 

 

地元材を、工務店やハウスメーカーに

使用してもらえるように働きかけて欲

しい。 

44 

 

国では「森林経営管理法」を制定し市

町村が民有林の適切な管理を担ってい

くとされており、今後は市・町により間

伐材等が推進される見込みとなったこ

とはとても喜ばしい。 

本県では、国に先駆けて条例で森林環

境税を設け、森林整備活動等を促進して

きた経緯があり、竹林の除去をはじめと

して、ある程度実績が上がってきている

と考えるが、県産材の利用が進んでおら

ず主伐が進んでいない状況は変わって

いない。 

ついては、地域材の利用促進に取り組

む市町への支援に加え、伐採作業に従事

する森林組合や加工に従事する製材業

者、利用者であるハウスメーカー等の県

産材の利用を支援する仕組みを構築し

て欲しい。 

県では、伐採作業に従事する方への支援とし

て、林業の低コスト化を図り、森林所有者の伐

採意欲を高めるための取り組みを進めていま

す。具体的には、小型無人機「ドローン」を使

った森林資源量調査や高性能林業機械による

伐採を組み合わせ、採算性を高めるための技術

開発やその普及に取り組んでいます。 

また、製材業者等の方へは、製材加工施設等

への支援、住宅を建築する施主の方へは、県産

材を使用した住宅に対する支援など、県産材の

流通加工施設の充実や、県産材の需要拡大に向

けた取組も進めているところです。 

本条例案の趣旨を踏まえ、県産材のさらなる

利用促進を図るため、今後の施策の中で適切に

対応するよう、ご意見の内容を所管部局に申し

伝えます。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

第４ 森林所有者の役割 

45 

 

林業経営の採算性は極端に悪化し、森

林所有者の経営意欲は目に見えて減退

しており、林業という生業は風前の灯火

だが、未来のために森林の持つ多様な機

能が持続的に発揮されるよう、所有する

森林を計画的・循環的に整備・保全する

ことは、所有森林面積の多少に関わらず

すべての森林所有者の責務であり、森林

所有者の役割を明記することは大切で

ある。 

 

 

 

 

 

県では、林業の低コスト化を図り、森林所有

者の伐採意欲を高めるための取組も進めてい

ます。 

本条例案は、これに加え、あらゆる主体が県

産材の利用促進を通じた森づくりの重要性に

ついて認識を深め、森林資源の循環利用につな

げることが大切と考え、制定するものでありま

す。 

46 

 

近年、所有する森林に無関心で、放棄

している所有者が多いと感じている。県

民全体で県産材利用の取り組みが進む

ことによって、森林所有者が山を所有し

ているという責任・義務と権利を再認識

してもらう良いきっかけになると思う。 

現在国が検討している新たな森林管理シス

テムでは、森林所有者の責務を明確化するとと

もに、森林所有者が市町村へ伐採等の経営管理

を委託する仕組みの構築が盛り込まれていま

す。 

本条例案では、国の新たな森林管理システム

の活用も視野に入れながら、引き続き、森林の

適正な整備及び保全に取り組むとともに、県民

一人一人はもとより、あらゆる主体が県産材の

利用促進を通じた森づくりの重要性について、

あらためて認識を深め、県産材の積極的な利用

を広く推進し、森林資源の循環利用につなげて

いくことが大切であると規定しています。 

 

 

 

 

 

47 

～ 

57 

 

森林所有者の役割を明確にすること

で、森林所有者の森林の整備・保全への

意識の向上につながることを期待する。 

（同旨ほか 10件） 

 

 

 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

第５ 関係事業者の役割 

58 

～ 

63 

 

関係事業者には、森林・林業者のみな

らず、木材の流通、住宅メーカー、建築、

設計業者など、多種多様の方々が含まれ

ることを期待する。より多くの業種・業

界関係者の理解を得て県産材の利用が

促進されることにより、森林の整備がさ

らに進み、森林の持つ公益的機能の増進

につなげて欲しい。 

（同旨ほか５件） 

今回パブリックコメントに掲載した条例の

概要案は、用語の定義は省略して掲載させてい

ただきました。 

 本条例案では、関係事業者を「県内において、

森林の施業（伐採、造林及び保育その他の森林

における施業をいう。）、木材の加工又は流通、

木造建築物の設計又は施工、木材を利用した製

品の生産又は販売、木質バイオマス（動植物に

由来する有機物であってエネルギー源として

利用することができるもの（原油、石油ガス、

可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製

造される製品を除く。）のうち木竹に由来する

ものをいう。）の利用又は販売及びそれらに準

ずる、又は派生する事業に従事する者」と定義

しており、ご意見の主旨は反映されているもの

と考えます。 

今後の施策を進める上で適切な対応に努め

るよう、ご意見の内容を所管部局に申し伝えま

す。 

64 

～ 

65 

 

県産材の効率的で安定的な供給を図

るには、川上だけではなく川中、川下も

含めた流域の相互連携、協力が不可欠で

あると感じている。今回の条例に関係事

業者の役割として「相互に連携を深め、

協力するよう努めるものとする」と明記

してあり、大いに期待する。 

（同旨ほか１件） 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

66 林業に関わる人材確保、技術継承につ

いては、関係事業者だけの責任とせず、

自治体としても公益的な問題として取

り組むべきである。 

 

第７で県が策定することとしている推進計

画において、「県産材の利用を促進するために

必要な人材の育成に関すること」についても定

めることとしていますので、ご理解願います。 

 なお、現在も「いしかわ森林・林業・木材産

業振興ビジョン 2011」のもと、林業への新規就

業者への支援はもとより、森林施業プランナー

等の専門技術者の一体的な育成に取り組んで

います。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

第６ 県民等の協力 

67 

～ 

69 

県民への普及啓発により、県産材の利

用が進むことを期待する。 

（同旨ほか２件） 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

70 

～ 

73 

 

多くの県民が山や木材に興味を持ち、

県民自ら県産材の利用促進に努めるこ

とは大切なことである。 

（同旨ほか３件） 

 

74 

 

県産材を利用するために、普及啓発を

推進して欲しい。 

 

県産材の利用が促進されるよう、適切な対応

に努めたいと考えております。 

75 

 

県民の中には、森林を持っていない人

や、県産材の重要性を知らない人がいる

と思うが、そういった人たちに理解を深

めてもらい、県産材の利用、推進に協力

してもらいたい。 

 

76 

 

アロマディフューザーで木のチップ

を置いて香りを楽しむような県民への

普及啓発の推進により、県産材の利用が

進むことを期待する。 

 

今後の施策を進める上で、適切な対応に努め

るよう、ご意見の内容を所管部局に申し伝えま

す。 

第７ 推進計画 

77 記載事項に、建物への利用や人材の育

成、県民への普及があるので良い。 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

78 

 

現代は、生活に身近な身のまわりの物

のほとんどが、プラスチックや金属など

になっているが、自分の子供達の世代に

は、もっと自然物や木でつくられたもの

に囲まれて暮らしてほしいと願ってい

る。県産の木材に親しみ、環境について

の理解を深める場が提供されることは

とても喜ばしく、この条例によって、も

っと県産木材の利用が進んでいくこと

を期待する。 

 

79 

 

県民に県産材の良さや地元の山の環

境を知ってもらう機会を提供すること

により、県産材の利用拡大や森林環境の

保全への理解が進むと思う。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

80 

 

推進計画の項目に、「県民等が県産材

に親しみ、森林環境等について理解を深

められる機会の提供やそれらにつなが

る取組の普及に関すること」とあるの

は、県民等への普及に有効だと考え大い

に期待する。 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

81 

～ 

85 

 

県として、県産材の利用促進に関する

施策を総合的、計画的に推進することは

重要であり、大変有効である。 

（同旨ほか４件） 

86 

 

 

６つの事項は、県産材の利用を進める

うえで重要なポイントである。知事はし

っかりとした計画を立て、関係者ととも

に推進計画を着実に実施することを期

待する。 

87 

～ 

89 

 

県産材の利用促進を総合的、計画的に

進めることは重要であり、公共土木施設

等の利用が増えることを期待する。 

（同旨ほか２件） 

90 推進計画による需要・販路の拡大や人

材の創出・人手不足の解消に期待する。 

91 

 

林業そのものの人材育成も大事であ

る。 

92 

 

山に興味がある人は高齢者が多いの

で、若い世代にも林業に対して関心を持

って欲しい。 

県産材の利用が促進されるよう、適切な対応

に努めたいと考えております。 

93 

 

県内外や外国に対して、石川県産材の

アテや杉の良さを、様々な地域で宣伝、

ＰＲし、販売して欲しい。 

94 

 

森林資源の利活用拡大や、再生可能エ

ネルギー循環型社会の構築に向けて、木

質ペレットの普及促進といった木材の

熱利用を積極的に推進し、公共が先鞭を

つけて進めていく仕組みをつくる必要

があることから、推進計画には、公共施

設や一定条件を満たす事業所に木質ペ

レットストーブ・ボイラー設置の義務づ

けを盛り込むことを要望する。 

県では、「石川県内の公共建築物・公共土木

工事等における木材利用方針」を策定してお

り、公共建築物の整備にあたっては、木質バイ

オマスを燃料とする暖房器具やボイラーの導

入について、その促進を図ることとしていま

す。 

また、第３の県の責務の中で、「県は、基本

理念にのっとり、自ら率先して県産材の利用促

進に取り組む」ことを規定していることから、

ご理解願います。 

本条例案の趣旨に沿ってさらなる利用促進

を図るため、今後の施策を進める上で適切な対

応に努めるよう、ご意見の内容を所管部局に申

し伝えます。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

95 

 

先の九州北部豪雨では、山から河川に

流れ込んだ木が、水害が拡大した原因と

されており、間伐等により発生する林地

残材を材として活用することが、防災面

においても有効であることから、材を流

通に乗せるため、森林環境税で残材搬

出・輸送等に要する費用を支援すること

を提言する。 

 

 

今後の施策を進める上で適切な対応に努め

るよう、ご意見の内容を所管部局に申し伝えま

す。 

96 

 

「県民等が県産材に親しみ、森林環境

等について理解を深められる機会の提

供やそれらにつながる取組の普及に関

すること」については、より多くの企業

やイベントなどとのタイアップに期待

する。 

第８ 県産材利用推進月間 

97 利用推進月間を設定することは、県民

への周知には必要だ。 

 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

98 県土保全の観点から、森林の整備を進

めることは重要であり、森林整備を通じ

て、県産材の生産拡大とその利用が進む

ことを期待する。 

住宅や店舗等への利用など、木材利用

の機運が大きく高まるような利用推進

月間の取り組みを期待する。 

 

 

今後の施策を進める上で適切な対応に努め

るよう、ご意見の内容を所管部局に申し伝えま

す。 

99 

 

県産材を利用した住宅、公共建築物の

見学や、家具・遊具等とふれあうイベン

トなどを実施して、県民に県産材の良さ

をアピールして欲しい。 

 

 

100 

 

ＰＲは大切なことなので、推進月間に

よって県民の利用推進意識も高まると

思う。ただ、ＰＲの方法が、関係団体の

みにならないよう期待する。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

第９ 表彰 

101 

～ 

107 

 

 功績のあった方を表彰することは大

切なことであり、さらなる県産材の利用

促進につながることを期待する。 

（同旨ほか６件） 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

108 

 

表彰は利用促進につながり、県民が制

度を再認識するきかっけになるので、ぜ

ひ実施して欲しい。 

 

 

適切な対応に努めるよう、ご意見の内容を所

管部局に申し伝えます。 

 

 

第 10 財政上の措置 

109 

 

県だけではなく国や市町にも必要な

財政措置を行うよう働きかけて欲しい。 

 

 

適切な対応に努めたいと考えております。 

なお、本条例案では、国の新たな森林管理シ

ステム等の活用も視野に入れながら、引き続

き、森林の適正な整備及び保全に取り組むこと

としています。 

 

110 

～ 

112 

 

本条例に基づく施策を展開していく

ためには予算の確保が不可避である。必

要な予算を確保の上、県産材の利用促進

に関する効果的な施策立案に尽力して

欲しい。 

（同旨ほか２件） 

 

適切な対応に努めるよう、ご意見の内容を所

管部局に申し伝えます。 

113 

 

着実に条例施策を実施するための財

政措置は必要であり、広く県内の林材業

界の活性化を推進すべく、川上への財政

措置による県産材の安定供給に直結す

ることを期待する。 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

114 

 

県産材の安定的な供給や利活用の推

進を進める中で、林業関係者の役割を果

たすべく、技術的担い手の継承につなが

ることを期待する。 

 

115 

 

バイオマス発電に県産材を出荷する

ための費用に対する助成が必要である。 

また、住宅を新築・増改築する場合の

補助金について、市町によって温度差が

あるため、より手厚い補助制度を確立し

て欲しい。 

今後の施策を進める上で適切な対応に努め

るよう、ご意見の内容を所管部局に申し伝えま

す。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

第 11 施策の実施状況の公表 

116 

～ 

120 

 

施策の実施状況を公表することによ

り、広く県民の知るところとなることは

良いことである。その手段や方法につい

ては、しっかりと県民に届き、分かりや

すく有意義なものとなることを期待す

る。 

（同旨ほか４件） 

 

適切な対応に努めるよう、ご意見の内容を所

管部局に申し伝えます。 

121 

 

施策の実施情報を公表することによ

って、県民の実行したという満足感が生

まれることが期待される。 

 

いただいたご意見を参考に、県産材の利用促

進に取り組んでいきたいと考えております。 

122 

 

県産材の利用促進に関する実施状況

を公表することで、県産材の良さや森林

機能の働きなどを県民に広く知っても

らいたい。 

 

123 

 

毎年、県産材の利用促進に関する施策

の実施状況を公表することや、住宅、公

共建築物に県産材を活用し、ニュースな

ど報道機関を使って多くの人に県産材

をアピールすることは大事なことであ

る。 

 

全般 

124 固定資産税が課せられていることも

踏まえ、境界調査などの地籍管理は自治

体が直接行うべき課題であると考える。 

ついては、自治体による森林（地籍）

管理を全国に先駆けて実践して欲しい。

例えば交付税の半分を活用して設計会

社に実施させるか、自治体に専門の部署

を設置し、当該自治体が持つ森林財産を

把握することが、県産材の生産促進・利

用促進には必要である。５年計画などに

こだわらず、国税庁・法務省・総務省と

協議し、今の構図とは違うものを整備し

て欲しい。 

 

 

 

地籍調査については、引き続き、主体となる

各市町と連携して進めていくべき課題である

と認識しております。 

本条例案は、あらゆる主体が県産材の利用促

進を通じた森づくりの重要性について認識を

深め、県産材の積極的な利用を広く推進し、森

林資源の循環利用につなげるために制定する

ものでありますので、ご理解願います。 

なお、本条例案では、国の新たな森林管理シ

ステム等の活用も視野に入れながら、引き続

き、森林の適正な整備及び保全に取り組むこと

としています。 
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番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

125 

 

農業・漁業と異なり、林業は権利所有

者が自力で生産行為を行うことは困難

であり、全国に先駆け、自治体での直接

生産（林業事業体への下請け発注によら

ない直接雇用による）を試行する必要が

ある。 

 

 

本条例案は、あらゆる主体が県産材の利用促

進を通じた森づくりの重要性について認識を

深め、県産材の積極的な利用を広く推進し、森

林資源の循環利用につなげるために制定する

ものでありますので、ご理解願います。 

なお、本条例案では、国の新たな森林管理シ

ステム等の活用も視野に入れながら、引き続

き、森林の適正な整備及び保全に取り組むこと

としています。 

 

 

新規 

126 

 

第 10 の次に以下の内容の追加を提案

する。 

税制上（県税・市町村税）の措置とし

て、県産材を使用した物件については、

取得・固定資産等の控除・減免制度を設

け、消費者が木造建築の選択を足踏みす

ることを緩和する。控除・減免による税

収の減額については、それに応じた木材

生産及び販売額の増額による税収の増

額分をあてる。 

 

 

 ご意見のとおり、県産材を使用した物件の普

及は重要であると考えておりますが、地方税法

上、地方独自の減免等は最小限に留めるよう総

務省から通知されており、ご提案のような措置

は難しい状況にありますので、ご理解願いま

す。 

 

 

 


